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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼却炉を収納する炉室の壁面下部に吸気口が設けられ、前記炉室の上部に排気口が設け
られ、吸気口から自然吸気によって外気を炉室内に導くと共に、焼却炉で加熱されて自然
対流によって炉室の上部に導かれた空気を排気口から排出する吸排気システムを備えた炉
室の前記吸気口に備えられる吸気用消音装置であって、
　流路を形成する直筒状ケーシングと、直筒状ケーシング内に設けられた吸音部材とを備
え、直筒状ケーシングの一方の開口端が屋内側に臨み、直筒状ケーシングの他方の開口端
が前記吸気口を介して屋外に臨むように構成された消音器と、
　前記直筒状ケーシングの一方の開口端に設けられ前記一方の開口端面に沿って移動可能
なシャッターと、この一方の開口を全開状態、全閉状態、及び、全開状態から全閉状態に
至る任意の開閉状態が得られるように前記シャッターを駆動する開閉装置とを備えた遮蔽
装置と、
を備えたことを特徴とする吸気用消音装置。
【請求項２】
　前記消音器はスプリッタ型消音器であって、消音器を構成する前記ケーシングは角筒状
に形成されており、このケーシングの一対の内壁には、表面が多数の吸音孔を有する多孔
板で覆われ内部に吸音材が充填された側部吸音体がそれぞれ設けられると共に、両側表面
が多数の吸音孔を有する多孔板で覆われ内部に吸音材が充填された一対の中間部吸音体が
間隔をあけて前記側部吸音体間に配置されて構成されていることを特徴とする請求項１記
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載の吸気用消音装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炉室に設置される吸気用消音装置に関し、さらに詳しくは、焼却炉を収納す
る炉室壁面下部に設けられた吸気口から自然吸気によって換気用空気を炉室内に供給し炉
室上部に設けられた排気口から排気する吸排気システムを備えた炉室に設けられ、炉室内
で発生する機器等の騒音が吸気口から炉室外に伝播することを抑制する吸気用消音装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　都市ごみ焼却施設においては、焼却炉を収納する炉室内の換気のために、炉室壁面の下
部に吸気口を設け、炉室の上部に排気口を設けると共に、吸気口から自然吸気によって換
気用空気を炉室内に導くと共に、焼却炉表面から放出される熱によって加熱され自然対流
によって炉室の上部に導かれた空気は排気口から排出するように構成された炉室の吸排気
システムが知られている。
【０００３】
　このような炉室の吸排気システムにおいては、吸気口に消音器が設けられており、機器
等の騒音が外部に漏れないよう騒音対策が施されている。また、吸気口には風量調整ダン
パ（例えば、特許文献１の図１２参照）が取付けられており、夏場においては炉室内の温
度が高くなるので風量調整ダンパを全開状態として外気を大量に取り込み、冬場において
は炉室内の温度が低くなるので、風量調整ダンパを全閉とはならない開度に調整して外気
の取り込み量を抑制するように構成されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－７１６３１号公報（例えば図１２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の炉室の吸排気システムは外気を自然吸気により取り込むように構成さ
れている。従って、夏場において外気を大量に取り込むために風量調整ダンパを全開状態
とすると、吸入される空気の流路上にダンパ羽根が存在するため圧力損失が必ず発生し、
そのため、所望の空気量の取り込みができないという課題がある。一方、かかる課題を解
消するため、風量調整ダンパを設置しないことも考えられる。しかし、そのようにすれば
、風量調整ができなくなるだけでなく、台風や嵐などの荒天時において、強風や雨水が消
音器を通って施設内の炉室や設備に悪影響を及ぼすという新たな課題が発生する。
【０００６】
　本発明は、上記の実情を鑑みて考え出されたものであり、その目的は、自然対流を用い
た吸排気システムを備えた炉室に設置され、圧力損失を限りなく低減させて吸排気効率を
上げるとともに、風量調整ができ、更には荒天時における強風や風雨などの侵入を防止す
ることができる吸気用消音装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１記載の明は、焼却炉を収納する炉室
の壁面下部に吸気口が設けられ、前記炉室の上部に排気口が設けられ、吸気口から自然吸
気によって外気を炉室内に導くと共に、焼却炉で加熱されて自然対流によって炉室の上部
に導かれた空気を排気口から排出する吸排気システムを備えた炉室の前記吸気口に備えら
れる吸気用消音装置であって、流路を形成する直筒状ケーシングと、直筒状ケーシング内
に設けられた吸音部材とを備え、直筒状ケーシングの一方の開口端が屋内側に臨み、直筒
状ケーシングの他方の開口端が前記吸気口を介して屋外に臨むように構成された消音器と
、前記直筒状ケーシングの一方の開口端に設けられ前記一方の開口端面に沿って移動可能
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なシャッターと、この一方の開口を全開状態、全閉状態、及び、全開状態から全閉状態に
至る任意の開閉状態が得られるように前記シャッターを駆動する開閉装置とを備えた遮蔽
装置と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　ここで、用語「消音器」は、スプリッタ型消音器であってもよいし、セル型消音器であ
ってもよい。また、筒状ケーシングは、円筒状ケーシングであっても、角筒状ケーシング
であってもよい。但し、遮蔽装置の消音器への取付けの観点から言えば、角筒状ケーシン
グが好ましい。
【０００９】
　上記構成により、遮蔽部材を全開状態にすると、遮蔽部材が空気の流入の障害とならな
い。即ち、消音器の開口端を塞ぐ部材が一切存在しないため、圧力損失が発生しない。こ
れにより、従来例のように風量調整ダンパを設置している場合よりも吸排気効率が格段に
向上する。特に、圧力損失が無いことは、吸引力の弱い自然対流を用いた吸排気システム
にとって非常に効果的である。
【００１０】
（２）また、台風や嵐などの荒天時においては、遮蔽部材を全閉状態にすることにより、
消音器を通過してきた強風や雨水が遮蔽部材で遮られるため、それらが施設内へ侵入する
ことがない。これにより、例えば、炉室内に強風と共に雨水が入り込んで施設内の設備を
故障させないようにすることができる。
【００１１】
（３）更に、遮蔽部材は開閉自在であるため、流入させる空気の風量調整ができる。これ
は、冬場などの外気温が低い時に空気を炉室内へ大量に流入させたくない場合、遮蔽部材
を僅かだけ開放するなどして自在に調節することができる。これにより、低温の空気が大
量に吸入され炉室内作業環境の悪化を防止できる。
【００１２】
（４）また、遮蔽部材を消音器の屋内側の開口端に設置することにより、更に以下の効果
をもたらす。即ち、消音器を通過してきた強風が全閉状態の遮蔽部材に衝突すると、衝突
音や遮蔽部材の振動による振動音などが発生し、それらの音が騒音の一因となる。しかし
、これらの騒音は、遮蔽部材が屋内側の開口端に設置されているという位置関係により、
必ず消音器を通過して屋外に放出されるので、屋外に漏れることが抑制されるという効果
を発揮する。
【００１３】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の吸気用消音装置であって、前記消音器は
スプリッタ型消音器であって、消音器を構成する前記ケーシングは角筒状に形成されてお
り、このケーシングの一対の内壁には、表面が多数の吸音孔を有する多孔板で覆われ内部
に吸音材が充填された側部吸音体がそれぞれ設けられると共に、両側表面が多数の吸音孔
を有する多孔板で覆われ内部に吸音材が充填された一対の中間部吸音体が間隔をあけて前
記側部吸音体間に配置されて構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、遮蔽部材を全開状態にすることにより、遮蔽部材による圧力損失が発
生しない。従って、従来例のような風量調整ダンパを設けている場合よりも吸排気効率が
格段に向上する。また、遮蔽部材を全閉状態にすることにより、荒天時における強風や雨
水が、屋内に侵入するのを遮断することができる。従って、屋内の設備などを強風や雨水
から保護することができる。また、遮蔽部材が開閉自在であるため、風量調整をすること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る吸気消音装置を実施の形態に基づいて詳述する。なお、本発明は、
以下の実施の形態に限定されるものではない。
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【００１７】
　（実施の形態１）
　図１は本発明に係る吸気用消音装置を備えた都市ごみ焼却施設における炉室の簡略化し
た断面図、図２は本発明に係る吸気用消音装置の斜視図である。図中、１は炉室であり、
この炉室１には焼却炉２が設置されている。炉室１内の換気用吸排気システムとしては、
自然対流による吸排気が行われる。即ち、炉室１の壁面上部に排気口９ａが設けられ、炉
室１の壁面下部に吸気口９ｂが設けられ、吸気口９ｂから自然吸気によって換気用空気が
炉室１内に導かれると共に、この換気用空気は焼却炉２表面から放出される熱によって加
熱され自然対流によって炉室１の上部に導かれて排気口９ａから排出されるようになって
いる。
【００１８】
　また、吸気口９ｂには、炉室１内の燃焼音やその他の騒音が外部に漏れないよう騒音対
策として吸気用消音装置１００が設けられている。吸気用消音装置１００は架台８０（図
３参照）上に設置されている。吸気用消音装置１００は、消音器５０、フェンス部材６０
、及び遮蔽装置７０で構成されている（図２（ａ），（ｂ）参照）。以下、これら各構成
部材についての詳細を説明する。
【００１９】
　（消音器の詳細）
　図３は遮蔽装置を全開にした状態における消音装置の正面図、図４は遮蔽装置を全閉に
した状態における消音装置の正面図、図５は遮蔽装置を全閉にした状態における消音装置
の側面図、図６は消音器の斜視図、図７は消音器の断面図である。
　本実施の形態では、消音器５０としてスプリッタ型消音器が用いられている。即ち、消
音器５０は、図６及び図７に示すように、角筒状のケーシング２０の一対の内壁に、表面
が多数の吸音孔２１を有する多孔板２２（例えば亜鉛メッキ鋼板）で覆われ内部にグラス
ウール等の吸音材２３が充填された一対の側部吸音体２４，２５が設けられると共に、両
側表面が多数の吸音孔２１を有する多孔板２６（例えば亜鉛メッキ鋼板）で覆われ内部に
グラスウール等の吸音材２３が充填された中間部吸音体２７，２８が一対の側部吸音体２
４，２５間に配置されて構成されている。このような構成により、一方の側部吸音体２４
と中間部吸音体２７との間、中間部吸音体２７と中間部吸音体２８との間、及び、他方の
側部吸音体２５と中間部吸音体２７との間を騒音が通過すると、騒音が吸音孔２１を介し
て吸音材２３に伝播されて吸音される。
【００２０】
　なお、消音装置１００は、図３に示すように、上記のような構成のスプリッタ型消音器
５０を３つ、各消音器５０の開口端を揃えて並列に並べた構成にしているが、消音器が１
つであってもよいし、多段に積み上げて構成してもよい。
【００２１】
（フェンス部材の詳細）
　次に、フェンス部材６０について説明する。
　フェンス部材６０は、消音器５０の屋外に臨む開口端側に設けられている。このフェン
ス部材６０は、図２に示すように、網目体６１と、網目体６１を消音器５０の開口端に固
定させる固定部材６２で構成されている。網目体６１は、例えば亜鉛メッキ鉄線等で網目
が構成された金網であり、その網目の大きさは、鳥（例えば鳩や雀）などの小動物が通過
できない程度の大きさに設定されている。なお、網目を小さくすれば、流体（本実施の形
態では空気）による圧力損失が増大する。従って、鳥等の侵入の防止と圧力損失の両者を
考慮して、網目の大きさを決定するのが好ましい。また、網目の形状は、本実施の形態に
おいては菱形の網目形状とするが、上記の条件（小動物等の侵入を防ぎ、圧力損失が低い
）を満たすものであれば、四角形、五角形、亀甲、円形など任意の形状であってもよく、
及びそれら形状の組合せであってもよい。
【００２２】
　固定部材６２は、図２に示すように、例えば消音器５０の開口端の縁部に沿って形成さ
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れた枠体であり、その枠体と消音器５０の開口端とを締結具（例えばボルト、ナット等。
図示せず。）を用いて固定する。具体的には、例えば、消音器５０の角筒状ケーシング２
０の開口端のフランジ部分（図示せず）や、複数の消音器を束ねているケーシングのフラ
ンジ部分（図示せず）と、この枠体とをボルト等で取付ける。
【００２３】
（遮蔽装置の詳細）
　次に遮蔽装置７０について説明を行う。
　遮蔽装置７０は、図４及び図５に示すように、消音器５０へ流入する流体を遮断するシ
ャッター７１（請求項における遮蔽部材）と、そのシャッター７１を摺動して案内される
ガイドレール７２と、シャッター７１の巻取りを行ってシャッター７１を開閉させる開閉
装置７３とで構成される。なお、遮蔽装置７０は一般的なシャッターユニットと同様の構
成である（以下、遮蔽装置７０をシャッターユニットと呼ぶ場合もある）。
　本実施の形態では、複数枚のスラットを連結して構成されたシャッター７１を有するシ
ャッターユニットを使用し、消音器５０の開口端へ締結具（例えばボルト、ナット等。図
示せず。）を用いて取り付ける。
【００２４】
　なお、シャッター７１の開閉制御は、開閉装置７３と接続された開閉スイッチ（図示せ
ず）によって行われる。このスイッチ操作により全開操作した場合には、図２（ａ）に示
すように、シャッター７１が全開状態となり、スイッチ操作を全閉操作した場合には、図
２（ｂ）に示すようにシャッター７１が全閉状態となる。また、スイッチ操作により停止
操作した場合には、任意の位置でシャッター７１が止まり、開口端を部分的に遮蔽状態と
なる。なお、上記の例では、開閉スイッチの操作によりシャッター７１の開閉を自動的に
行うように構成されたけれども、シャッター７１の開閉を手動操作により行う構成であっ
てもよい。
【００２５】
　（本実施の形態に係る吸排気システムの動作）
　夏場など炉室内の温度が高くなるので外気を大量に取り込みたい場合には、シャッター
７１を全開状態とする。このとき、従来例のように風量調整ダンパであれば、吸入される
空気の流路上にダンパ羽根が存在するため圧力損失が必ず発生するが、本実施の形態のよ
うに風量調整ダンパに代えてシャッター７１を用いることにより、シャッター７１を全開
状態とすれば、流体（空気）の流入の障害が存在しない状態が得られる。即ち、消音器１
００の開口端を塞ぐ部材が一切存在しないため、圧力損失が発生しない。これにより、風
量調整ダンパを設置している場合よりも吸排気効率が格段に向上する。この圧力損失が無
いことは、特に吸引力の弱い自然対流を用いた吸排気システムにとって非常に効果的であ
る。
【００２６】
　冬場などの外気温が低い時に空気を炉室２内へ大量に流入させたくない場合に、シャッ
ター７１を全閉若しくは僅かだけ開放するなどして自在に調節する。これにより、低温の
空気が大量に吸入し炉室内作業環境の悪化を防止することができる。
【００２７】
　台風や嵐などの荒天時においては、シャッター７１を全閉状態にする。これにより、消
音器１００を通過してきた強風や雨水がシャッター７１で遮られるため、それらが炉室２
内へ侵入することがない。これにより、例えば、炉室２内に強風と共に雨水が入り込んで
炉室２内の設備を故障させないようにすることができる。
【００２８】
　なお、シャッター７１は開閉自在であるため、開閉スイッチの操作により、必要に応じ
てシャッター７１の遮蔽量を調整し、流入させる空気の風量調整を行うことができる。
【００２９】
　なお、遮蔽装置７０を消音装置１００の屋内側の開口端に設置することにより、以下の
効果をもたらす。即ち、流路を通過してきた強風がシャッター７１に衝突すると、例えば
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、衝突による振動でガイドレール７２とシャッター７１との衝突音が発生したり、シャッ
ター７１自身のきしみ音が発生したりして、それらの音が騒音の一因となる。しかし、シ
ャッターユニットは屋内側の開口端に設置されているため、これらの騒音は、必ず消音器
を通過して外部に放出されるために、騒音が減衰されて外部に漏れることを抑制する効果
を発揮する。
【００３０】
　（その他の事項）
　（１）上記の例では、吸気口９ｂに消音装置を設けたけれども、吸気口９ｂ及び排気口
９ａの両方に消音装置を設けるようにしてもよい。
【００３１】
　（２）上記の例では、消音器にスプリッタ型消音器を用いているが、セル型消音器など
筒状ケーシングを用いた消音器であればどの型の消音器を用いても何ら問題はない。
【００３２】
　（３）上記の例では、網目体（金網）６１の材質を亜鉛メッキ鉄線としたが、ビニール
被覆線、ステンレス線、非鉄金属線等の金属線や合金線であってもよく、更に、小動物な
どの衝突によって破損しない程度の強度を有する網目体を構成できるものであれば、特に
金属製に限定するものではない。
【００３３】
　（４）上記の例では、固定部材６２を枠体としたが、網目体６１により消音器５０の開
口端を覆う状態に固定することができるものであれば、枠体でなくとも、図８に示すよう
に、支柱６２’を用いた構造であってもよい。
【００３４】
　（５）遮蔽装置７０（シャッターユニット）は、消音器５０の開口端を開閉自在にでき
るものであれば、軽量式シャッター、横引式シャッターなどの種類を限定するものではな
い。また、遮蔽装置７０をシャッターユニットに限定するものではなく、例えば遮蔽部材
７１が開口端面に平行に摺動するスライド式ドアであってもよい。
【００３５】
　（６）本実施の形態では、シャッター７１の開閉操作を開閉スイッチで行っているが、
開閉装置７２に無線送受信機を備えて遠隔操作を行うようにしてもよいし、シャッター７
１の開閉を制御できるシステムであれば、その制御方法を限定するものではない。
【００３６】
　（７）本実施の形態のような消音器を複数用いて消音装置を構成する場合、図９に示す
ように、消音器２０を流路方向に沿って直列に開口端を接続させて配設した構成であって
もよいし（図９（ａ）参照）、流路方向に対して垂直に並列させた構成であってもよいし
（図９（ｂ）参照）、消音器２０を並列に配設させたものを多段に積み重ねた構成であっ
てもよい（図９（ｃ）参照）。
　また、上述したような複数の消音器で構成された消音装置に対して、フェンス部材や遮
蔽部材を取り付ける場合、図１０に示すように、流路の最上流又は最下流に位置する消音
器の開口端全てを１つの開口端と看做して（図１０（ｂ）Ｂ参照）そこへ取付けてもよい
し、それぞれの消音器の開口端（図１０（ｃ）Ｃ）に別個に取付けてもよい。なお、消音
器を１つだけで構成される消音装置に対しては、消音器の開口端（図１０（ａ）Ａ）に取
付けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、焼却炉を収納する炉室壁面下部に設けられた吸気口から自然吸気によって換
気用空気を炉室内に供給し炉室上部に設けられた排気口から排気する吸排気システムを備
えた炉室に設けられ、炉室内で発生する機器等の騒音が吸気口から炉室外に伝播すること
を抑制する吸気用消音装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
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【図１】本発明に係る吸気消音装置を備えた都市ごみ焼却施設における炉室の簡略化した
断面図。
【図２】消音装置の斜視図であり、そのうち図２（ａ）は消音装置のフェンス部材側から
見た斜視図、図２（ｂ）は遮蔽装置側から見た斜視図。
【図３】遮蔽装置を全開にした状態における消音装置の正面図。
【図４】遮蔽装置を全閉にした状態における消音装置の正面図。
【図５】遮蔽装置を全閉にした状態における消音装置の側面図。
【図６】消音器の斜視図。
【図７】消音器の断面図。
【図８】フェンス部材の他の例を示す斜視図。
【図９】消音器の並べ方の例を示す斜視図。
【図１０】消音装置の開口端の例を示す斜視図。
【符号の説明】
【００３９】
１：　ごみ焼却施設
２：　焼却炉
９ａ：排気口
９ｂ：吸気口
２０：　ケーシング
２３：　吸音材
５０：　消音器
６０：　フェンス部材
６１：　網目体
６２：　固定部材
６２’：　支柱
７０：　遮蔽装置（シャッターユニット）
７１：　遮蔽部材（シャッター）
７２：　ガイドレール
７３：　開閉装置
１００：吸気用消音装置
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